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令和7年(2025年)6月16日 



第1号議案 

 

 

日本アゼルバイジャン経済委員会 

令和7年度役員選任の件 
 

任期途中退任による欠員と新任役員の選任。 

 

会  長 今井雅啓 伊藤忠商事㈱ 理事(任期途中退任) 

会  長 山田哲也 伊藤忠商事㈱ 執行役員(新任) 

 

副会長 篠原徹也  三菱商事㈱ 常務執行役員 欧阿中東 CRO 

(兼)欧州三菱商事会社社長(兼)ロンドン支店長 

（令和7年3月31日任期途中退任） 

副会長 黒石邦典 丸紅㈱  顧問 

 

理  事 双日㈱ 

三井物産㈱ 

 

監 事 西谷和雄  一般財団法人全国商工会議所共済会 事務局長 

（任期途中退任） 

監 事 五十嵐克也 日本商工会議所 理事・国際部長(新任) 

 

顧 問 田中哲二 NPO中央アジア・コーカサス研究所 所長(退任) 



 

第2号議案 

 

 

日本アゼルバイジャン経済委員会規約一部改正の件 
 

事務局の名称変更にともなう、規約の一部改正。 

 

 

新 旧 

（中略） 

（事務局） 

第６条 本委員会の事務は、一般社団法

人ROTOBOが理事会の指導のもとに

これを行う。 

（中略） 

付  則 

（中略） 

令和 6 年 10 月 1 日、一部改正、施行。 

（中略） 

（事務局） 

第６条 本委員会の事務は、一般社団法人ロ

シア NIS 貿易会が理事会の指導のもとに

これを行う。 

 

 

 



第3号議案 

日本アゼルバイジャン経済委員会 
令和6年度事業報告書 

令和6年(2024年)4月1日～令和7年(2025年)3月31日 

 

１．情報収集・提供 

アゼルバイジャンの経済・ビジネスに関する情報の収集、分析を行った。 

 

２．交流事業 

(1)駐日アゼルバイジャン大使館主催アゼルバイジャン共和国独立記念日レセプショ

ンに今井会長が出席した。（令和6年(2024年)5月27日(月) 於：ホテルオークラ東京） 

 

３．会議の開催 

(1)令和6年度第26回定時総会を開催 

(令和6年(2024年)6月11日（火）16：00～17：15 於：如水会館 松風の間) 

(2)今井会長がマンマドフ・アゼルバイジャン共和国外務次官と面談 

(令和6年(2024年)5月21日(火) 於：伊藤忠商事㈱) 

(3)今井会長がババエフ・アゼルバイジャン共和国環境・天然資源大臣/アゼルバイジ

ャン日本経済協力国家委員会会長とオンラインで面談し、令和7年(2025年)に第12

回合同会議を東京で開催することで合意した。  (令和6年(2024年)8月21日（水）) 

 

４.会員状況 

入会  なし 

退会  1社 三菱商事株式会社 

会員数 6社(増減 -1) 



科目 令和5年度決算額 令和6年度予算額(A) 令和6年度決算額(B) 増減(B-A) 備考

収入の部

会 費 2,000,000 1,750,000 1,750,000 0 (1)

合 同 会 議 参 加 費 0 200,000 0 △ 200,000

諸 会 合 費 414,484 570,000 368,200 △ 201,800 (2)

受 取 利 息 18 0 755 755

当 期 収 入 合 計 2,414,502 2,520,000 2,118,955 △ 401,045

支出の部

事 務 局 運 営 費 1,600,000 1,400,000 1,400,000 0 (3)

合 同 会 議 開 催 費 0 1,600,000 0 △ 1,600,000

諸 会 合 費 518,106 670,000 460,252 △ 209,748 (4)

通 信 費 7,160 7,000 0 △ 7,000

交 通 費 1,161 5,000 1,088 △ 3,912

雑 費 73,480 40,000 73,966 33,966 (5)

当 期 支 出 合 計 2,199,907 3,722,000 1,935,306 △ 1,786,694

当 期 収 支 差 額 214,595 (1,202,000) 183,649 1,385,649

前 期 繰 越 収 支 差 額 1,027,137 1,241,732 1,241,732 0

次 期 繰 越 収 支 差 額 1,241,732 39,732 1,425,381 1,385,649

（注）

第4号議案

令和6年(2024年)4月1日～令和7年(2025年)3月31日

(1)の内訳：250,000円×7社＝1,750,000円

単位：円

(5)の内訳：駐日アゼルバイジャン共和国大使館主催レセプションでのスタンドフラワー購入費38,500円、マンマドフ
外務次官への記念品購入費(8,436円),印刷費、振込手数料等

(4)の内訳：定時総会開催費用

日本アゼルバイジャン経済委員会
令和6年度収支計算書

(3)の内訳：ROTOBOに対する事務局運営費　(1)1,750,000円×80％=1,400,000円

(2)の内訳：他の4つの経済委員会からの定時総会開催費用分担金の入金



第5号議案 

 

日本アゼルバイジャン経済委員会 
 令和7年度事業計画書 

令和7年(2025年)4月1日～令和8年(2026年)3月31日 

 

１．情報収集・提供 

アゼルバイジャンの経済・ビジネスに関する情報を収集し、会員に提供する。 

 

２．交流事業 

(1)アゼルバイジャン日本経済協力国家委員会との第12回合同会議の開催 

今年度中の第12回合同会議(於：東京)の開催に向けて、アゼルバイジャン日本経

済協力国家委員会、駐日アゼルバイジャン共和国大使館と協議する。 

(2)講演会・セミナー・企業間交流等、日本とアゼルバイジャンのビジネス交流の促進、

および友好親善関係を促進する各種の行事を開催する。 

(3)アゼルバイジャンの要人訪日に際して各種行事を開催する。 

 

３．会議の開催 

(1)令和 7 年度第 27 回定時総会を開催 

(令和 7 年(2025 年)6 月 16 日（月）16：00～17：15 於：如水会館 松風の間) 

(2)アゼルバイジャン日本経済協力国家委員会とオンライン会議を適宜実施 

 

４.会員状況 

入会  1社 日本たばこ産業株式会社(令和7年6月入会) 

退会  0 

会員数 7社(増減 +1) 

 



科目 令和6年度予算額(A) 令和6年度決算額 令和7年度予算額(B) 増減(B-A) 備考

収入の部

会 費 1,750,000 1,750,000 1,708,000 △ 42,000 (1)

合 同 会 議 参 加 費 200,000 0 200,000 0 (2)

諸 会 合 費 570,000 368,200 570,000 0 (3)

受 取 利 息 0 755 0 0

当 期 収 入 合 計 2,520,000 2,118,955 2,478,000 △ 42,000

支出の部

事 務 局 運 営 費 1,400,000 1,400,000 1,366,400 △ 33,600 (4)

合 同 会 議 開 催 費 1,600,000 0 1,600,000 0 (5)

諸 会 合 費 670,000 460,252 670,000 0 (6)

通 信 費 7,000 0 7,000 0

交 通 費 5,000 1,088 5,000 0

雑 費 40,000 73,966 40,000 0 (7)

当 期 支 出 合 計 3,722,000 1,935,306 3,688,400 △ 33,600

当 期 収 支 差 額 (1,202,000) 183,649 (1,210,400) △ 8,400

前 期 繰 越 収 支 差 額 1,241,732 1,241,732 1,425,381 183,649

次 期 繰 越 収 支 差 額 39,732 1,425,381 214,981 175,249

（注）

(1)の内訳：250,000円×6社＝1,500,000円 日本たばこ産業250,000円×10/12≒208,000円
               1,500,000+208,000=1,708,000円

単位：円

日本アゼルバイジャン経済委員会
令和7年度収支予算書

第6号議案

令和7年(2025年)4月1日～令和8年(2026年)3月31日

(7)の内訳：駐日アゼルバイジャン共和国大使館主催レセプションスタンドフラワー購入費、振込手数料等

(3)の内訳：総会開催費用の他の経済委員会からの分担金420,000円、要人との懇談会会費15,000円×10名、計570,000円

(6)の内訳：定時総会開催費用520,000円、要人との懇親会費150,000円、計670,000円

(5)の内訳：第12回合同会議開催費　第10回合同会議開催費用総額約3,000,000円を参考とし、ROTOBOから
第10回合同会議同様1,400,000円補助されるものと想定。3,000,000-1,400,000=1,600,000円

(2)の内訳：第12回合同会議参加費 非会員からの参加費徴収額　10,000円×20名=200,000円

(4)の内訳：ROTOBOに対する事務局運営費　年会費収入の80％   1,708,000円×80％=1,366,400円
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